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２．これまでの治山事業の取組と成果

（１）森林荒廃・山地災害多発への対応
（江戸時代までの森林をめぐる情勢）

我が国では、古来、森林を多くの経済活動に必要な資源を得る場として利用してきた。
建築や各種道具に必要な用材として、又は日々の生活や製鉄、製塩、窯業等の産業に必要
な燃料として樹木が伐採されてきたほか、農耕用の肥料として落葉や草木が採取された。
社会の発展につれて森林資源の利用が増加し、特に江戸時代には、社会の安定と人口の増
加、経済の発展によって、荒廃した森林は全国的に現在よりもはるかに多かったと考えら
れている。また花崗

こう
岩地帯等では表土が消失したいわゆるはげ山も広がっていた。このよ

うな状況は、①大雨の度に土石流が発生する、②山地からの土砂の流出が河床を上昇させ
河川の氾濫を助長する、③海岸砂丘が発達し沿岸に飛砂害が発生するといった災害が多発
する一因となったと推察される。

他方、森林を維持・回復させる対策も各地でみられた。山地災害防止を目的として森林
等の伐採禁止を命じた最も古い例では、天武天皇が天武５（676）年に、都の造営や燃料採
取等で荒廃していた飛

あ す か
鳥川上流の山を禁伐とする勅令を出している。

江戸時代には、森林資源の枯渇や災害の発生が深刻化したため、幕府や各藩によって森
林の伐採等を禁じる留

とめ
山
やま

＊5が定められるなど、森林を保全するための規制が強化され、あ
わせて、防災目的の造林が推進されるようになった。江戸幕府は、寛文６（1666）年には

「諸
しょ

国
こく

山
さん

川
せん

掟
おきて

」により、河川上流域の無立木地への植林等の対策を打ち出している。また、
同時代には、秋田藩家老の渋

しぶ
江
え

政
まさ

光
みつ

、岡山藩に仕えた儒学者の熊
くま

沢
ざわ

蕃
ばん

山
ざん

など、林政に関す
る優れた論者も現れ、治山治水の考えに基づく土砂流出防止や水源涵

かん
養、防風、海岸防砂

等を目的とした森林が各地で造成された。彼らの思想や取組は、現代の治山治水の考え方
や治山対策の源流といえる。

（明治時代における森林をめぐる情勢と治山事業の始まり）
明治時代になると、政府は、明治９（1876）年から林野の官民有区分＊6（山林原野等の所有

区分を明確化するもの。）を実施し、我が国の森林への近代的所有権の導入を進めた一方、
近代産業の発展に伴って産業用燃料や建設資材等様々な用途に木材が使われるようにな
り、国内各地で森林伐採が盛んに行われたため、森林の荒廃は再び深刻化し、災害が頻発
した。しかしながら、森林の保全のための対策については、当初は十分に講じられなかった。

その後、明治29（1896）年に起こった大水害を契機に、同年、事実上戦国時代から続け
てきた低水工事＊7主体の治水施策を転換して、連続堤の建設を中心とする高水工事＊8を実
施するための法整備として「河川法」が成立した。また、翌明治30（1897）年には、激化
する土砂災害に対応するための「砂防法」も成立した。森林の保全を図るための法整備を
求める機運も高まり、同年には森林の保全や森林の経済上の保続を図るため、防災機能を
発揮させる森林等を保全する保安林制度と過伐・乱伐を防止する営林監督制度を柱とする

「森林法」が成立した。これら三つの法律はまとめて「治水三法」と呼ばれ、現代に至る

＊5 領主林のうち、入山・伐採を厳格に禁止された山林。
＊6 正式名称は「山林原野等官民所有区分処分方法」（明治９（1876）年１月29日 地租改正事務局議定）。
＊7 水運等のために通常流量時の水深を確保するための浚渫等の工事。
＊8 増水時の氾濫を防止するための工事。
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まで我が国の国土保全施策の根幹をなす法律となっている（資料 特－６）。
その後、日露戦争の勃発による戦費の増大などで工事ははかどっていなかったが、明治

40（1907）年から明治43（1910）年にかけて関東地方などに大規模な洪水が相次ぎ、治山治
水の必要性が改めて認識されたことを契機として、明治44（1911）年より第１期治水事業
が開始された。当時の山林局（現在の林野庁）でもその一環として、山腹工等によりはげ山
などの荒廃地を復旧する事業を本格的に開始した。現在ではこれを治山事業の始まりと

明治 大正 昭和

第９次計画まで策定
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第一次世界大戦
（T３～７）

第二次世界大戦
（S14～20）

治山対策にかかる歴史的変遷資料 特－６

資料：社団法人日本治山治水協会「治山事業百年史」（2012）等に基づき林野庁治山課作成。

戦前に着手された治山事業の事例資料 特－７
滋賀県大

おお
津
つ

市・田
たな

上
かみ

山
やま

の治山

荒廃状況（大正２（1913）年） 山腹工の施工（大正６（1917）年） 森林の回復（平成30（2018）年）
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し、第１期森林治水事業と称している。また、荒廃の著しい流域における保安林指定を進
め、禁伐や、施業要件に厳格な条件を課すことで、同事業によって緑化した場所が再びは
げ山に戻らないようにした。これらの結果、荒廃した森林は回復基調に入った（資料 特－７）。

（戦中・戦後の森林荒廃・山地災害多発への対応）
昭和10年代には第二次世界大戦の拡大に伴い、軍需物資等として木材の伐採が進んだ。

また、戦後も復興のために我が国の森林は大量に伐採された。この結果、我が国の森林は
大きく荒廃し、昭和24（1949）年における造林未済地は約150万haに上っていた。また、昭
和20年代及び30年代には、各地で大型台風等による大規模な山地災害や水害が発生した。
このため、国土保全の面から、森林の造成の必要性が国民の間で強く認識されるように
なった。

こうした中で、当時の山林局（現在の林野庁）では、昭和21（1946）年度及び22（1947）年
度に全国を対象にした荒廃地調査を行い、その結果を受け、昭和23（1948）年には、「治山
に関する５カ年計画」（第１次治山計画）に基づいて荒廃地等の計画的な復旧整備が始めら
れた。昭和24（1949）年からは保安林整備強化事業の一環として水源林造成事業が開始さ
れた。昭和26（1951）年には森林法が改正＊9されて保安施設地区制度が新設された。この
制度は、保安林の目的とする公益的機能を確保するために治山事業が必要となる場合に、
対象となる森林等を保安施設地区として指
定することができるものである。これによ
り、治山事業は森林法上に位置付けられる
とともに、保安林制度と連動した体系と
なった。昭和29（1954）年には、前年に各
地で発生した山地災害を受けて「保安林整
備臨時措置法」が制定されたことにより、
流域保全の視点から河川の流域ごとに保安
林の指定等が強力に推進されることとなっ
た。この結果、保安林の面積は、昭和30年
代から40年代にかけて大幅に増加した（資
料 特－８）。特にこの時期は高度経済成長
に伴う水需要の急激な増加の時
期に当たり、水源涵

かん
養保安林を

主体として保安林の拡充強化が
図られた。

並行して、保安林以外も含め
て造林未済地への造林が推進さ
れた。昭和21（1946）年には造林
補助事業が公共事業として位置
付けられた。昭和25（1950）年に
は「造林臨時措置法」が制定さ
れ、伐採跡地等の計画的な造林

＊9 明治森林法を廃止し、新たに現行法を制定し直すという形式になっている。
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資料： 平成13（2001）年までは林野庁「林業統計要覧」、
平成14（2002）年からは「森林・林業統計要覧」。

保安林面積の推移資料 特－８

（写真提供：山梨県）

第１回「植樹行事ならびに国土緑化大会」
（第１回の全国植樹祭）

資料 特－９
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が推進されるとともに、昭和26（1951）年の森林法改正により、伐採許可制と植栽の義務
付けが措置された。また、全国で国土緑化運動が推進され、昭和25（1950）年には「荒れ
た国土に緑の晴れ着を」をスローガンに第１回の全国植樹祭が開催された（資料 特－９）。
以後毎年、天皇陛下御臨席の下、全国植樹祭が開催されている。

これらの取組により、戦中・戦後に発生した荒廃森林はほぼ解消されるとともに、保安
林制度等の伐採規制により新たな荒廃森林の発生は抑制されることとなった。

また、日常生活や産業において薪炭から石炭、石油、天然ガスといった化石燃料への転
換が大きく進行したことや、農業において化学肥料が普及し落葉等の肥料への利用が行わ
れなくなったことで、森林への利用圧が大きく減少したことも森林の回復を後押しした。

（戦後の治山対策の発展）
戦後の治山対策において、長期計画に基づき事業を推進する制度と施工技術の発展が荒

廃地の復旧に貢献した。
「昭和33年狩

か
野
の

川
がわ

台風（台風第22号）」、「昭和34年伊勢湾台風（台風第15号）」を受けて、
着実かつ厳格な長期計画の必要性が政府内で認識され、昭和35（1960）年に「治山治水緊

治山事業による森林の回復事例資料 特－10

被災直後（昭和51（1976）年）

（１）山腹工等による崩壊地の復旧（香川県小
しょう

豆
ど

島
しま

町
ちょう

）

施工中（昭和55（1980）年） 施工後19年（平成11（1999）年）

被災直後（昭和59（1984）年）

（２）渓間工等による崩壊地の復旧（長野県王
おう

滝
たき

村
むら

）

施工中（昭和61（1986）年） 施工後27年（平成25（2013）年）

緑化前（平成７（1995）年）

（３）航空緑化による火山災害跡地の復旧（長崎県島
しま

原
ばら

市）

緑化（平成８（1996）年） 緑化後26年（令和４（2022）年）
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急措置法」が制定され、これに基づき治山事業10箇年計画＊10が策定された。以降、災害
発生状況や社会的情勢の変化等に応じて、９次にわたる治山事業５箇年計画の策定とその
実行を重ねることにより、戦後の治山事業は大きな成果を上げた。この間、コンクリート
等を使用する大規模な構造物の施工技術の向上、施工条件の厳しい奥地に対応した運搬技
術の向上等により、効果的・効率的に治山施設を整備することが可能となり、全国各地で、
かつて荒廃していた森林が豊かな森へとよみがえっていった（資料 特－10）。

こうした情勢を踏まえ、平成15（2003）年には森林法が改正され、公共事業長期計画で
ある森林整備事業計画に治山事業に関する計画を統合して森林整備保全事業計画が創設
されたとともに、平成16（2004）年に「治山治水緊急措置法」と「保安林整備臨時措置法」
が同時に廃止された。これ以降は、成果目標（アウトカム目標）を指標とする森林整備保全
事業計画に基づき、継続して荒廃地の復旧・予防等に資する治山事業を展開している。

その後、治山事業が開始されてから永年が経過し、事業完
了後に森林が回復して周囲の森林と一体化し事業の痕跡が目
立たなくなる事業地が増えてきたことから、林野庁では、明
治44（1911）年に第１期森林治水事業を開始して以降100年の
中で国土の保全に寄与した治山事業地60か所を「後世に伝え
るべき治山～よみがえる緑～」として平成25（2013）年に選定・
公表している。

（２）治山対策と森林整備による山地災害の減少
（森林の回復により表面侵食は減少）

治山対策と森林整備の推進により、全国各地の裸地・荒廃地において森林が回復・成長
したことで、表面侵食は著しく減少した。

表面侵食を減少させる効果を実際に計測
した例として、滋賀県南部の風化花崗

こう
岩

地帯における調査では、１㎢当たりの年
間流出土砂量について、裸地では5,000～
10,000m3だったものが、山腹工を施工する
ことで15m3程度になり、長期的にみると３
m3以下へと減少した（資料 特－11）。これ
は、階段状の山腹工により土砂の移動が抑
えられ、さらに森林が成長することによっ
て土砂の移動を止める効果が長期間継続す
るとともに、土壌表面が樹冠、下草や落葉
等に覆われ表面侵食防止機能が高まってい
くことを示していると考えられる。

（地域単位でみた治山対策の効果）
森林の回復・成長に伴い、過去の豪雨と

＊10 その後、５か年ごとの計画となったことから、治山事業10箇年計画の前期５箇年計画を「第１次治山事業５箇
年計画」と称している。
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資料： 鈴木雅一・福嶌義宏「風化花崗岩山地における
裸地と森林の土砂生産量」（水利科学（No.190）平
成元（1989）年12月号）を一部改変。

風化花崗
こう

岩地帯における
裸地と林地の土砂流出量

資料 特－11

後世に伝えるべき治山
～よみがえる緑～

https://www.rinya.maff.go.jp/j/
suigen/kouseinitutaeru.html
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同等の降雨強度でも山地災害の発生箇所数が大幅に減少していることが確認されている。
長野県伊

い
那
な

谷
だに

地域では、「昭和36年梅雨前線豪雨」において800か所を超える山腹崩壊や土
石流といった山地災害が発生したため、国による直轄治山事業を実施し崩壊地や荒廃渓
流の復旧を進めたほか、流域全体で森林整備が進められた。現在では広く森林に覆われ、

「令和２年７月豪雨」では当時と同等以上の豪雨に見舞われたが山地災害発生箇所数は58
か所と大幅に減少した（資料 特－12）。また、静岡県伊

い
豆
ず

地域でも同様に、「昭和33年狩野

資料：「昭和36年梅雨前線豪雨」の総降水量及び山地災害発生箇所数は林野庁治山課「伊那谷治山災害調査報告書（昭
和36年梅雨前線豪雨）」（昭和38（1963）年）、写真は松島信幸・村松武「伊那谷の土石流と満水」（第四紀研究
第32巻第５号 平成５（1993）年12月）に掲載のもの。「令和２年７月豪雨」の総降水量は気象庁ホームページ「過
去の気象データ検索」、山地災害発生箇所数は林野庁治山課・業務課調べ。

長野県伊
い

那
な

谷
だに

地域における山地災害の減少資料 特－12
昭和36年梅雨前線豪雨 令和２年７月豪雨

山腹崩壊・土石流の
発生状況

大きな崩壊の発生なし

国による直轄事業等により、「昭和36年梅雨前線豪雨」等で発生
した崩壊地や荒廃渓流を復旧
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令和 2年 7月
豪雨

総降水量
山地災害発生箇所数

総降水量は長野県飯
いい

田
だ

地点、山地災害発生
箇所数は伊那谷地域全体での比較。

「昭和36年梅雨前線豪雨」の総降水量は昭
和36（1961）年６月23日から７月１日まで、

「令和２年７月豪雨」の総降水量は令和２
（2020）年７月３日から７月31日までの日降
水量の合計。

資料：「昭和33年狩野川台風」の総降水量及び山地災害発生箇所数、
写真は川口武雄ほか「昭和33年伊豆水害の山地の崩壊、土石流
出とその防止対策」（林業試験場研究報告（No.117）昭和34（1959）
年10月号）に掲載のもの。「令和元年東日本台風」の総降水量は
気象庁ホームページ「過去の気象データ検索」、山地災害発生
箇所数は林野庁治山課・業務課調べ。

静岡県伊
い

豆
ず

地域における山地災害の減少資料 特－13

昭和33年狩野川台風 令和元年東日本台風

山腹崩壊・荒廃渓流の発生状況 大きな崩壊の発生なし 0
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17

総降水量は静岡県湯
ゆ

ヶ
が

島
しま

地点、山地災害発
生箇所数は伊豆地域全体での比較。

「昭和33年狩野川台風」の総降水量は昭和
33（1958）年９月25日から26日まで、「令和
元年東日本台風」の総降水量は令和元

（2019）年10月11日から12日までの日降水量
の合計。
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川台風」において5,000か所近くの山地災害が発生したが、当時と同等の豪雨に見舞われ
た「令和元年東日本台風（台風第19号）」では17か所にとどまった（資料 特－13）。

さらに、令和４（2022）年８月の大雨において特に被害が大きかった新潟県下
か

越
えつ

地方での
山地災害の被害額は、同地方を襲った「昭和42年羽

う
越
えつ

豪雨」と比較して約４割に抑えられ
た。これは、これまでの継続的な治山対策と森林整備の実施により、森林が健全に回復・
成長した成果と考えることができ、実際に、治山施設が土砂・流木の流出を抑制するとと
もに、土砂・流木の流下部に存在した林地が緩衝林として機能するなど、森林の防災・減
災機能を発揮する状況も確認されている（資料 特－14）。

（全国的に山地災害の発生は減少）
森林が大きく回復・成長したことにより、現在では全国的にも山腹崩壊等の山地災害の

発生件数は減少している。
全国の山腹崩壊地の新規発生面積で比較すると、「治山治水緊急措置法」制定前の５年

間（昭和30（1955）年～34（1959）年）は年平均で約1.1万haの崩壊が発生していたのに対し、
近年の状況として、西日本を中心とした全国各地で山地災害が発生した「平成30年７月豪
雨」を含む平成30（2018）年においては約740ha、同年から令和４（2022）年までの５年間の
年平均は約320haとなっており、約50年という歳月を経て我が国の国土は山地災害に強い
状態に変化してきているといえる。

資料：「昭和42年羽越豪雨」の総降水量及び山地災害被害額は新潟県土木部「羽越豪雨（42.８.28）復旧の記録」（昭和
47（1972）年８月）及び林野庁治山課「羽越水害における山地災害の実態と治山対策に関する調査報告書」（昭
和44（1969）年３月）。令和４（2022）年８月の大雨の総降水量は気象庁ホームページ「過去の気象データ検索」、
山地災害被害額は林野庁治山課調べ。新潟県の治山施設箇所数は新潟県からの聞取り。新潟県の人工林の齢
級構成は新潟県からの聞取りより林野庁治山課作成。

新潟県下
か

越
えつ

地域における治山対策と森林整備の効果資料 特－14
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地点の合計、山地災害被害額は新潟県
全体での比較。

「昭和42年羽越豪雨」の総降水量は昭和42
（1967）年８月26日から29日まで、令和４
（2022）年８月の大雨の総降水量は同年８月
１日から６日までの日降水量の合計。

流木堆積

流木発生

治山ダム

治山ダム治山ダムにより土砂・
流木の流出を抑制

造林地が緩衝林として機能し
流木の流出を抑制

治山ダム・緩衝林の効果発現事例（新潟県村
むら

上
かみ

市）

新潟県における治山対策
（治山施設箇所数）

森林整備による森林資源の回復
（新潟県の人工林の齢級構成）
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我が国の平野部の海岸線では、河川が上流の山地等から土砂を運んでくることによって砂
浜海岸が発達しやすく、特に、森林荒廃が進んだ江戸時代以降には、各地で土砂供給量が増
え、砂丘等からの砂が季節風等により飛砂となって農地や集落に達するなどの被害が深刻と
なったことから、先人たちは、潮風等に耐性があり、根の張りが良く、高く成長するマツ類
を主体とする海岸防災林を造成してきた。明治以降も各地で地域特性に合わせて工夫が重ね
られ、垣根等で砂の移動を止めて砂丘を形成させ、その上に植栽するなどの手法が確立され
た結果、海岸防災林の造成は加速した。現在、全国各地の海岸防災林は地域の暮らしや農業
等の保全に重要な役割を果たしているほか、白

はく
砂
しゃ

青
せい

松
しょう

の美しい景観を提供するなど人々の憩
いの場ともなっている。

さらに、東日本大震災では、海岸防災林が津波エネルギーの減衰や到達時間の遅延、漂流
物の捕捉等の被害軽減効果を発揮したことを踏まえ、被災した海岸防災林の再生を進めてき
た。特に、大きな被害を受けた仙台湾沿岸の海岸防災林においては、国が直轄治山事業とし
て沿岸の民有林及び国有林を一体的に整備し、令和２（2020）年度をもって植栽等の復旧事業
が完了した。

これらの効果や復旧の取組により得られた知見等を踏まえ、現在、津波被害の軽減、飛砂
害の防止等の機能が総合的に発揮される健全な海岸防災林の育成を全国的に進めている。

海岸防災林造成の取組コラム

着手前の荒廃状況
（明治43（1910）年）

植林と防風垣作設状況
（大正７（1918）年）

植栽後95年
（平成24（2012）年）

資料：林野庁ホームページ「後世に伝えるべき治山～よみがえる緑～」

加賀海岸防災林造成事業（石川県加
か

賀
が

市）

（左：青森県三
み

沢
さわ

市、右：福島県いわき市） 事業完了状況（令和２（2020）年）

東日本大震災において海岸防災林が漂流物を捕捉した事例 海岸防災林復旧事業（宮城県亘
わた

理
り

町）




